
  

１ 目 的 

  専門家の支援のもと、自走可能な IT ツールを導入あるいは活用することで、企業自身の継続的な

IT 利活用・労働生産性向上を支援することを目的としています。 

 

２ 事業の概要 

  市が委託契約する専門家が、事業者と綿密な打ち合わせを行い、業務のデジタル化や IT の利活

用による労働生産性向上を目指した個別支援を実施します。 

   

募集企業数 
４社程度 （審査の上、決定します） 

★うち２社は小規模企業者（従業員 20 人以下）を優先します。 

専門家による

支援の内容 

① 現行業務・新規ニーズ分析 

  現行業務（使用している帳票、事務処理等）や業務の新規ニーズをヒ

アリングします。（ヒアリングは複数回必要になります。） 

② IT ツール・クラウドサービス探索 

  ①をもとに、活用できる IT ツールやクラウドサービスについて複数提案

します。 

③ RFP 作成 

  RFP（提案依頼書）作成を支援します。 

RFP とは、情報システムの導入や業務委託を行うにあたり、発注先候

補の事業者に具体的な提案を依頼する文書のことです。 

④ IT 人材の育成 

  ①②③を通して、企業が自身の力で IT 利活用・IT 運用を実施できるよ

う支援します。 

 

※参加費用は無料です。 

 

※本事業実施者に対しては、補助金による支援も予定しています。 

（内容） 

上記の専門家による支援で検討・協議したIT ツールや情報システムの導入・改修、クラウドサー

ビス利用等を新たに行う場合に、その経費の一部を補助します。 

・補助対象者数 ４社程度 

・補助率 2/3  

・上限 100 万円 

※１ 基本的には本年度内の調達の場合に限ります。 

※２ 補助金の支給を受けるためには、別途、補助金交付申請書の提出・採択が必要になります。 

 

３ 応募資格（以下を全て満たすこと） 

（１）岡山市内に本社事業所もしくは主要工場がある中小企業者で、 「製造業」「ソフトウェア業」又は

「建設業」を営むもの。（※「業種」の定義については、次ページ【業種等の定義】をご確認くださ

い。） 

（２）許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。 

（３）市税を滞納していないこと。 

（４）本事業の効果を高めるため、以下のような主体的な体制を整えること。 

「IT 利活用支援事業」参加企業募集要項 



  ・本事業への経営層の参画（キックオフ会議での同席や、社内優先事項としての取組等） 

  ・本事業実施の担当者を配置すること。 

  ・各ヒアリングに積極的に参加し、主体性をもって取り組むこと等 

（５）次のいずれにも該当しないこと。 

  ア みなし大企業（定義については、以下【業種等の定義】をご確認ください。） 

  イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条（昭和２３年法律第１２２号）に規

定する業種 

  ウ 岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第１号に規定する暴力団 

  エ 岡山市暴力団排除基本条例第２条第２号に規定する暴力団員 

  オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの 

  カ 訴訟や法令遵守上において、本事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えている者 

 

 

 
 

 

 

 

 



４ 応募方法 

（１） 提出書類 

(ア) 参加申込書                                      １部 

(イ) 企業パンフレット （作成している場合のみ）                各５部 
※(ア)は岡山市 HP からダウンロードできます（下記問い合わせ先参照）。 

※参加決定後、追加書類として「市税の滞納無証明書」及び「誓約書兼同意書」を提出していただきます。 

（２） 提 出 先  下記申し込み先参照   

（３） 提出方法  郵送または持参してください。 
※ただし、(ア)はＥメールも可。 

（４） 応募期限  令和６年６月１４日（金）17：15 必着 

（５） そ の 他  ・提出いただいた書類等は返却いたしません。 

        ・本事業は、IT 利活用・デジタル化によって労働生産性の増加を目指すものですが、       

岡山市が労働生産性の増加を保証するものではありません。 

 

５ 選考について 

（１） 書類審査の上、参加事業者を決定します（必要に応じてヒアリングを行う場合があります）。 

（２） 小規模企業者（従業員 20 人以下）につき、優先採択枠（２社）を設けております。 

（３） 審査結果(不採択の理由等)に関する問い合わせには応じかねますのでご了承ください。 

 

６ 申し込み先・問い合わせ先 

岡山市産業観光局商工部 産業振興課 ものづくり振興係 担当：山本・亀田 

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目 1-1 

Tel： 086-803-1329  Fax： 086-803-1738  E-mail： kougyoushinkou@city.okayama.lg.jp 

HP： https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000059569.html 


